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名

○

○

○

当事業者は、従業員が当事業所の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、当
該従業員が業務上知り得た利用者及びその家族の秘密の保持を行います。

当事業所の従業員は、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密については、正当な理由がない
限り、決して漏らしません。

機能訓練指導員

介護職員

利用料

厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分（別掲）
法定代理受領分

法定代理受領分以外

2人

当事業所では、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意
を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとし
ます。

2人

4人 4人

サービス提供時間
　9：00～16：15まで

常勤 非常勤

備考

員　　　数

新潟市西区、中央区（出来島）

25 単位1実施単位数

０２５－２１１－１１１４電話番号

木

職　種

生活相談員

看護職員

利用定員

新潟市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める基準額の利用者負担分（別掲）

営業日

通所介護
介護予防通所介護相当サービス

1570103349
デイサービスセンター新通

新潟市西区新通南３丁目14番3号

シブキ　ユミ

渋木　由美

デイサービスセンターシンドオリ

事業所番号

フリガナ〒950－2038

サービスの

種類

管理者

ＦＡＸ番号

○

祝水

○

土

○

その他年間

○

金月 火

の休日

連絡先

通常の
事業の
実施地域

その他の
費用

厚生労働大臣が定める告示上の基準額（別掲）

新潟市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める告示上の基準額（別掲）

備考

休 ○ ○

所在地

営業時間

掲示事項　通所介護・介護予防通所介護相当サービス

食費６６０円、おむつ代実費（おむつ123円、リハビリパンツ154円、尿取りパット51円）、
利用者の希望による日常生活費(身の回り品及び教養娯楽費)実費

フリガナ

事業所名

○

日

０２５－２１１－１２３４

2人

1月1日

午 前 ８ 時 ０ ０ 分 ～ 午 後 ５ 時 ０ ０ 分

運営規程の概要

従業者の勤務体制

秘密の保持



《通所介護》…通常規模（所要時間3時間以上4時間未満の場合）の場合

《通所介護》…通常規模（所要時間4時間以上5時間未満の場合）の場合

《通所介護》…通常規模（所要時間5時間以上6時間未満の場合）の場合

《通所介護》…通常規模（所要時間6時間以上7時間未満の場合）の場合

要介護度

円5,404

560

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4,857

・基本部分

要介護５

要介護２

要介護３

要介護４

要介護１

（法定代理受領分）
単位

(479)

451

588

(423)

3,751

486 円

円円4,289 429

4,857

円

541

(370)

597

円

(533) 円

4,289

円

地域区分 7級地 単価

376

利用者負担金

（法定代理受領分以外）

3,751

円

円

基本利用料

円

533

3,934

4,502

基本利用料
利用者負担金

（法定代理受領分） （法定代理受領分以外）

5,962

円

5,090

617

円

(588) 円

(502) 5,090 円 509

円

10.14

6,256 円 626 円

　※利用者負担金（法定代理受領分）は、利用料の１割で表示。一定以上の所得がある６５歳以上の方は２
割又は３割負担となります。

円

要介護２ (444) 4,502

(617)

(560)

要介護１ (388) 3,934 円 394

円 568

基本利用料

要介護５

・基本部分

要介護度 単位

・基本部分

要介護度 単位

（法定代理受領分） （法定代理受領分以外）

利用者負担金

要介護３

要介護４ 5,678

円

要介護１ (570) 5,779 円 578 円

円

5,779 円

要介護２ (673) 6,824 円 683 円 6,824

円

要介護４ (880) 8,923 円 893 円 880 円

要介護３

(984) 9,977 円 998 円

7,878(777) 7,878 円 788

984 円

・基本部分

要介護度 単位 基本利用料
利用者負担金

（法定代理受領分） （法定代理受領分以外）

要介護５

要介護１ (584) 5,921 円 593 円 5,921 円

要介護２ (689) 6,986 円 699 円 6,986 円

要介護３ (796) 8,071 円 808 円 8,071 円

要介護４ (901) 9,136 円 914 円 901 円

円要介護５ (1008) 10,221 円 1,023 円 1,008

利用料その他の費用の額



《通所介護》…通常規模（所要時間7時間以上8時間未満の場合）の場合

※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。

Ⅲ

Ⅰ

サービス提供体制強化加算※

加　　算　・　減　　算

・加算及び減算

60

円-(47) -476 -48 円 -476

円(6)

円円

（法定代理受領分以外）

405

60

利用料
（一部除き１日につき）

405 円 41

利用者負担金

(40)

円

円
送迎を行わない場合の減算
（片道につき）

入浴介助加算

円 6

単位
（法定代理受領分）

6,672 円 668 円 6,672 円

・基本部分

要介護度 単位 基本利用料
利用者負担金

（法定代理受領分） （法定代理受領分以外）

要介護１ (658)

要介護２ (777) 7,878 円 788 円 7,878 円

要介護３ (900) 9,126 円 913 円 9,126 円

要介護４ (1023) 10,373 円 1,038 円 1,023 円

要介護５ (1148) 11,640 円 1,164 円 1,148 円



※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除外されます。

事業対象者・要支援１（1回当たり） (436) 4,421 円 443 円 4,421 円

要支援２（1回当たり） (447) 4,532 円 454 円

介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ）

・加算及び減算（１月につき）

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

(48)

4,532 円

単位 基本利用料

486 円

(24) 243 円 25 円 243

36,716 円 3,672 円 36,716

利用者負担金

（法定代理受領分） （法定代理受領分以外）

《通所介護及び介護予防通所介護共通》　　※以下の加算は区分支給限度額の算定対象外

利用者負担金

（法定代理受領分） （法定代理受領分以外）

49 円 486

加　　算　・　減　　算

(3621)

１月の利用料金の５％
（基本料金＋延長加算）

右記額の１割

１月の利用料金の１１．８％
（基本料金＋各種加算減算）

右記額の１割

《介護予防通所介護》

加　算　・　減　算

・基本部分（１月につき）

(1798) 18,231 円

要介護度

（法定代理受領分以外）

円

1,824 円 18,231 円

円
Ⅲ

サービス提供体
制強化加算※

事業対象者・
要支援１

（事業対象
者・）要支援２

事業対象者・要支援１（1月）

単位 利用料
利用者負担金

（法定代理受領分）

円

要支援２（1月）



○

○

○

・・・・別紙のとおり　　　

　サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ
き速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。

当事業所では、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

当事業所では、利用者に対する指定通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、
速やかに損害賠償を行います。

（「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」を併せて掲示する）

当事業所では、利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合には、速やかに利
用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

事故発生時の対応

緊急時における対応方法

苦情処理の体制



 

利用者(入所者)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所(施設)の名称 デイサービスセンター新通 

サービスの種類 （介護予防）通所介護 

 

措 置 の 概 要 

１ 利用者(入所者)からの相談又は苦情などに対応する常設の窓口 

 苦情処理の窓口を以下のとおり設置する。 

①  窓口設置場所 住  所：新潟市西区新通南3丁目14番3号 

事業所名：デイサービスセンター新通 

電話番号：０２５-２１１-１１１４(相談・苦情処理専用番号) 

②  窓口開設時間 午前８時００分から午後５時００分（月曜から土曜日 １月１日を除く） 

③  対応者職氏名 役職名：管理者 氏名：渋木 由美 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順 

（１）相談及び苦情の対応 

   相談又は苦情電話があった場合は、原則として管理者が対応する。 

管理者が対応できない場合は、他職員が対応し、その旨を管理者に速やかに報告する。 

（２）確認事項 

   相談対応者は以下の事項について確認を行う。 

① 相談又は苦情のあった利用者の氏名 

② 提供したサービスの種類、年月日及び時間 

③ サービス提供した職員の氏名(利用者が分かる場合) 

④ 具体的な苦情・相談内容 

⑤ その他参考となる事項 

（３）相談及び苦情処理回答期限の説明 

   相談及び苦情の相手に対し、対応した職員の氏名を名乗ると共に、相談・苦情内容に対する回答

期限を説明する。 

（４）相談及び苦情処理 

   概ね以下の手順により、相談・苦情について処理する。 

① 管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催し、以下の内容を議論する。 

・サービスを提供した者からの概況説明 

・問題点の洗い出し、整理及び今後の改善についての検討 

・文書による回答案の検討 

② 文書により回答を作成し、利用者に対し管理者が事情説明を直接行った上で、文書を渡す。 

③ 利用者に渡した文書と同様の文書を居宅介護支援事業者にも渡し、苦情又は相談の状況につい

て報告する。 

④ 市や国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行ったことを報告する。 

⑤ 事業実施マニュアルに改善点を追記し全職員に周知することで、再発の防止を図る。 

３ その他参考事項 

 サービスの提供にあたり、利用マニュアルにおいて接遇などを徹底する他、適宜研修を実施し、より

利用者の立場に立ったサービス提供を心がけるよう職員指導を行う。 

 苦情が出された場合は、誠意を持って対応するものとし、苦情まで至らないケースであっても、利用

者から相談・要望を受けた場合は、事例検討の検討材料として以後のサービスの向上に努めることとす

る。 

 また、利用者に満足いただけるようなサービスを提供できるよう、職員の健康管理にも十分配慮する。 
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